
 

  

 
 
安全・安心／セキュリティが高い 
 「IC キャッシュカード」でお客様の財産を守ります！ 

 

－ICキャッシュカード更新時、ATM で指静脈情報登録開始！－ 
 

京都銀行（頭取 柏原 康夫）では、平成 17 年 11 月に偽造・盗難キャッシュカードの不

正使用による被害防止策として、全国の金融機関で初めて「指静脈」による生体認証機能

付き IC キャッシュカードを導入いたしました。 

これに続き、全国の金融機関に先がけて、IC キャッシュカードの更新時における「ATM

による指静脈情報登録サービス」を開始しますのでお知らせいたします。 

  

 これまで、指静脈情報登録済みの IC キャッシュカードから新しい IC キャッシュカード

に切り替える場合、改めて新しいカードに指静脈情報を登録し直すために、店頭営業時間

中に再度ご来店いただく必要がありました。 

京都銀行では、こうしたご不便を解消するため、平成２２年２月１６日より「ATM による

指静脈情報登録サービス」を本店営業部、西四条支店ならびに太秦安井支店で取り扱いを開

始いたします。 

今後、全店でご利用いただけるように、順次対象店舗（店舗外 ATM を含む）を拡大して

まいります。 

      ＊ この「ATM による指静脈情報登録サービス」のシステムは、当行と株式会社日立製作所 
     （社長 川村 隆）、 日立オムロンターミナルソリューションズ株式会社（社長 大谷 彰彦）と 
     共同で開発いたしました。 

 
記 

 
１．ATM による指静脈情報登録サービスについて 

１ 
指静脈情報登録済み現 IC キャッシュカードと、新 IC キャッシュカードの２枚 
を使用し、お客様の指静脈情報登録を安全・確実に行える機能を有しています。 

２ 土・日・祝日も含め、ATM の稼動時間中であれば、登録が可能です。 

   (注)    新規にお申し込みされたカード、紛失のために再発行されたカードは対象に 
      なりません。 

２．取り扱い開始日 ： 平成２２年２月１６日（火）より 
 
３．取り扱い開始店舗(３店舗) ： 本店営業部、西四条支店、太秦安井支店 
                                    以 上 

平成 22 年 2 月 10 日 


